
Ⅰ  畜産の概況  
 
１  畜 産 物 の 需 給 動 向  

（ １ ） 概 況  

 

1平 成 21年 度 の 畜 産 物 の 需 要 量 は 、 牛 肉 が 前 年 度 を わ ず か に 上 回 る   

畜 産 物 の 需 要 量 は 、 牛 肉 の 需 要 量 が 2年 ぶ り に 前 年 度 を 2.5％ 上 回 っ た 。  

豚 肉 は 、 輸 入 量 の 減 少 か ら 同 2.1％ 下 回 っ た 。 鶏 肉 は 景 気 低 迷 に よ る 消 費

者 の 低 価 格 志 向 に よ り 同 1.5％ 増 と 2年 連 続 で 上 回 っ た 。 牛 乳 ・ 乳 製 品 は 同

1.8％ 減 と 前 年 度 に 引 き 続 き 下 回 っ た 。  

   「 食 料 ・ 農 業 ・ 農 村 基 本 計 画 」 （ 平 成 17年 3月 閣 議 決 定 ） に お い て は 、 平  

成 27年 度 に お け る 望 ま し い 食 料 消 費 の 姿 と し て 、 牛 乳 ・ 乳 製 品 95キ ロ グ ラ

ム （ う ち 飲 用 39キ ロ グ ラ ム 、 乳 製 品 55キ ロ グ ラ ム ） 、 牛 肉 7.7キ ロ グ ラ ム

豚 肉 8.8キ ロ グ ラ ム 、 鶏 肉 9.1キ ロ グ ラ ム 、 鶏 卵 16キ ロ グ ラ ム と し て お り 、

牛 乳 ・ 乳 製 品 の 増 加 を 見 込 ん で い る 。 一 方 、 平 成 21年 度 の 実 績 （ 概 算 値 ）

で は 、 牛 乳 ・ 乳 製 品 が 84.8キ ロ グ ラ ム （ う ち 飲 用 32.7キ ロ グ ラ ム 、 乳 製 品

51.9キ ロ グ ラ ム ） 、 牛 肉 が 5.9キ ロ グ ラ ム 、 豚 肉 が 11.5キ ロ グ ラ ム 、 鶏 肉

が 11.0キ ロ グ ラ ム と な っ た 。  

 

 

     畜 産 物 の 生 産 量 に つ い て 見 る と 、 牛 肉 は 平 成 20年 度 に 前 年 度 を 1.0％ 上 回  

っ た が 、 平 成 21年 度 は ほ ぼ 前 年 並 み 。 豚 肉 は 衛 生 対 策 に よ る 事 故 率 低 減 な

ど か ら 平 成 20年 度 に 同 1.1％ 上 回 り 、 平 成 21年 度 に お い て も 同 4.6％ 上 回 っ

た 。  

鶏 肉 は 、 根 強 い 国 産 志 向 に 加 え 、 景 気 の 低 迷 に よ る 低 価 格 志 向 で 需 要 が  

高 ま っ た こ と か ら 、 平 成 20年 度 に 同 2.4％ 、 平 成 21年 度 に お い て も 同 1.3％  

と そ れ ぞ れ 前 年 度 を 上 回 っ た 。  

鶏 卵 の 生 産 量 は 、 平 成 20年 度 に 前 年 度 を 2.0％ 下 回 り 、 平 成 21年 度 も 同  
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1.2％ 下 回 っ た 。  

牛 乳 ・ 乳 製 品 の 生 産 量 は 、 平 成 20年 度 は 同 1.0％ 下 回 り 、 平 成 21年 度 も  

同 0.8％ 下 回 り 、 前 年 度 か ら の 減 少 幅 は 縮 小 し た も の の 、 4年 連 続 で の 前 年  

割 れ と な っ た 。  

 

 

   食 肉 の 自 給 率 は 、 18年 度 以 降 横 ば い 傾 向 で 推 移 し て お り 、 平 成 21年 度 は  

前 年 度 比 １ ポ イ ン ト ア ッ プ の 57％ と な っ た 。 種 類 別 で は 、 牛 肉 が 同 １ ポ イ        

ン ト ダ ウ ン の 43％ 。 豚 肉 が ３ ポ イ ン ト ア ッ プ の 55％ 。 鶏 肉 が 前 年 度 と 同 じ  

く 70％ と な っ た 。  

次 に 、 牛 乳 ・ 乳 製 品 は 、 消 費 低 迷 が 継 続 し て お り 、 在 庫 量 は 増 加 し た も  

の の 、 前 年 度 比 １ ポ イ ン ト ア ッ プ の 71％ と な っ た 。  
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（２）畜産物の安定価格等 

畜産物の価格安定に関する法律（畜安法）、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法

（暫定措置法）並びに肉用子牛生産安定等特別措置法（特別措置法）の規定により、

農林水産大臣は、食料・農業・農村政策審議会（13 年度の政策価格等諮問時までは畜

産振興審議会）に諮問の上、毎年、当該年度の開始前に畜産物の安定価格等を定めて

告示することになっている。第１～第４表は農林水産省告示による畜産物の安定価格

等の年度別推移を示したものである。  

平成 21 年度における加工原料乳の補給金単価等は第１表のとおりであり、補給金

単価は 11.85 円／kg と前年度（期中改正）と同額となった。加工原料乳の限度数量は

195 万トンと前年度（期中改正）と同水準となった。 

平成 22 年度においては、補給金単価が 11.85 円／kg と前年度と同額となった。加

工原料乳の限度数量は 185 万トンと前年度から 10 万トン減少した。 

 

      第１表 加工原料乳の補給金単価及び生産者補給交付金に係る 

加工原料乳の数量の最高限度の推移  

区 分 

 

年 度 

 

加工原料乳補給金単価 

生産者補給交付金に係る加工

原料乳の数量の最高限度 

価格 前年比 数量 前年比 

 円／kg ％ 千ﾄﾝ ％ 

17 10.40 98.9 2,050 97.6 

18 10.40 100.0 2,030 99.0 

19 10.55 101.4 1,980 97.5 

20（当初） 11.55 109.5 1,950 98.5 

20（期中改定） 11.85 112.3 1,950 98.5 

21 11.85 100.0 1,950 100.0 

22 11.85 100.0 1,850 100.0 

注： 消費税込みの価格である。 

 

平成 21 年度における指定食肉の安定価格については、豚肉は第２表のとおりで、安

定基準価格は、皮はぎ法により整形したものは 400 円、湯はぎ法により整形したもの

が 370 円と前年度（期中改正）と同価格となり、安定上位価格については、皮はぎ法

により整形したものが 545 円、湯はぎ法により整形したものが 505 円とともに前年度

（期中改正）と同価格となった。牛肉は第 3 表のとおりで、安定基準価格 815 円、安

定上位価格 1,060 円といずれも前年度（期中改正）と同価格となった。 

平成 22 年度においては、豚肉については安定基準価格及び安定上位価格は、いずれ

も前年度と同価格となった。牛肉についても同様に安定基準価格及び安定上位価格は

ともに前年度と同価格となった。  

 

 

 

 

 

 

 

37



 

 

   第２表 指定食肉（豚肉）の安定基準価格及び安定上位価格の推移  

 区分 

 

年度 

皮はぎ法により整形したもの  湯はぎ法により整形したもの  

安定基準価格 安定上位価格 安定基準価格 安定上位価格 

価格 前年比 価格 前年比 価格 前年比 価格 前年比 

 円／kg ％ 円／kg ％ 円／kg ％ 円／kg ％ 

17 365 100.0 480 100.0 340 100.0 445 100.0 

18 365 100.0 480 100.0 340 100.0 445 100.0 

19 365 100.0 480 100.0 340 100.0 445 100.0 

20 
（当初） 

385 105.5 515 107.3 355 104.4 480 107.9 

20 
(期中  

  改定 ) 
400 109.6 545 113.5 370 108.8 505 113.5 

21 400 100.0 545 100.0 370 100.0 505 100.0 

22 400 100.0 545 100.0 370 100.0 505 100.0 

注：１ 指定食肉（豚肉）の安定基準価格及び安定上位価格は、畜安法施行規則  

（昭和 36 年農林省令第 58 号）第３条第１項第１号の豚半丸枝肉である。 

    ２ 価格は消費税込みである。 

 

   第３表 指定食肉（牛肉）の安定基準価格及び安定上位価格の推移  

 去勢牛肉（省令規格「Ｂ－２」及び「Ｂ－３」）  

安定基準価格 前年度比 安定上位価格 前年度比 

       円／kg       ％       円／kg       ％ 

17 780 100.0 1,010 100.0 

18 780 100.0 1,010 100.0 

19 780 100.0 1,010 100.0 

20 
（当初） 

790 101.3 1,025 101.5 

20 
(期中改定 ) 

815 104.5 1,060 105.0 

21 815 100.0 1,060 100.0 

22 815 100.0 1,060 100.0 

注：１ 指定食肉（牛肉）の安定基準価格及び安定上位価格は、畜安法施行規則  

（昭和 36 年農林省令第 58 号）第３条第２項第１号の牛半丸枝肉である。 

    ２ 価格は消費税込みである。 

 

平成 21 年度における指定肉用子牛の保証基準価格及び合理化目標価格は、第４表

のとおりであり、黒毛和種、褐毛和種、その他の肉専乳用種、乳用種及び肉専用種と

乳用種の交雑の品種５区分の保証基準価格及び合理化目標価格は、いずれも前年度（期

中改定）と同額に据え置かれた。  

平成 22 年度においては、すべての品種の５区分の保証基準価格及び合理化目標価

格は、いずれも前年度と同価格となった。  
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第４表 指定肉用子牛の保証基準価格及び合理化目標価格   （単位：円／頭） 

  区分 

 

年度 

黒 毛 和 種 褐 毛 和 種 その他の肉専用種 

保証基準

価格 

合理化目

標価格 

保証基準

価格 

合理化目

標価格 

保証基準

価格 

合理化目

標価格 

17 304,000 267,000 280,000 246,000 200,000 141,000 

18 304,000 267,000 280,000 246,000 200,000 141,000 

19 304,000 267,000 280,000 246,000 200,000 141,000 

20(当初 ) 305,000 268,000 281,000 247,000 201,000 141,200 

20 
(期中改定 ) 

310,000 268,000 285,000 247,000 204,000 142,000 

21 310,000 268,000 285,000 247,000 204,000 142,000 

22 310,000 268,000 285,000 247,000 204,000 142,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：価格は消費税込みである。 

  区分 

 

年度 

乳用種の品種 
肉専用種と乳用種の

交雑の品種 

保証基準

価格 

合理化目

標価格 

保証基準

価格 

合理化目

標価格 

17 111,000 80,000 175,000 135,000 

18 111,000 80,000 175,000 135,000 

19 111,000 80,000 175,000 135,000 

20(当初 ) 113,000 83,000 178,000 138,000 

20 
(期中改定 ) 

116,000 83,000 181,000 138,000 

21 116,000 83,000 181,000 138,000 

22 116,000 83,000 181,000 138,000 
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